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第６回北鎌倉駅裏トンネルの安全対策協議会 議事録 

■日時 平成 26 年 11 月 20 日（木）14:00～16:00 

■場所 山ノ内公会堂 

■出席 

 委員 15 団体 山ノ内上町町内会、山ノ内明月会町内会、山ノ内中町北町内会 

山ノ内中町南町内会、山ノ内下町上町内会、山ノ内下町中町内会 

山ノ内下町下町内会、市場町内会、小袋谷町内会、大船町内会 

臨済宗大本山円覚寺、円覚寺塔頭 雲頂庵、 

円覚寺 北鎌倉幼稚園、神奈川県立大船高等学校、鎌倉市都市整備部 

  北鎌倉史跡研究会 出口代表 

 事務局 鎌倉市都市整備部道水路管理課 矢田担当係長 

     鎌倉市都市整備部道路課 森担当課長、大川課長補佐、坂本主事、安田担当 

■議事 

＜次第２ 前回の協議会確認事項について＞ 

（１）事務局長が、石山都市整備部次長からの小柳出都市整備総務課長に変更となった。 

（２）第４回協議会議事録は、委員から意見がなかったため、確定版として配布する。 

（３）第５回協議会でトンネルが危険と判断される場合は、トンネルを通行禁止とすること

を確認した。平成 26 年 10 月の台風 18 号来襲時には、大船警察署等の関係機関に連絡

を行い、全面通行禁止措置を行った。 

（４）トンネルの現状を説明する個別説明会については、町内会からの要望に応じ、引き続

き実施を継続する。 

＜次第３ 鎌倉市文化財専門委員会の議事録について＞ 

（１）第５回協議会で配布した道路課作成の議事概要と文化財課の議事概要に差異があると

の指摘があったことから、文化財課が作成した「平成 26 年度 ７月文化財専門委員会
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議次第」を協議会委員に配布した。道路課作成の議事概要は文化財課作成の速報版の

議事概要を使用したもので、捏造や改ざんは行っていないことについて説明し、協議

会委員から了承を得た。 

＜次第４ 北鎌倉史跡研究会（以下「史跡研究会」という）からの意見等について＞ 

（史跡研究会の意見概要） 

・協議会名称の「北鎌倉駅裏トンネルの安全対策協議会」の裏という表現に疑問がある。 

・協議会が公表している議事録は、議事録とは呼べるようなものではない。 

・協議会の運営自体が公平でない。 

・トンネルに隣接する土地の地権者が、道路課に渡した保存を求める意見書について、今ま

で協議会に提出されていないことはおかしい。 

・トンネルの一部が市道になった年月が、平成 5 年に明記されているのに、突然平成 16 年

になったことは、管理責任者としてはありえない。 

・安全を無視してきたのは、都市整備部道路課である。 

・崩落の可能性があると仮定した場合、崩落による被害の確率と 4ｍ道路にすることでスピ

ードをあげ、交通事故があがる確率を冷静に比較した方がいいと考える。 

・都市整備部道路課が 7月の文化財専門委員会に提出した資料の中に、町内会に回覧したの

と同じ図面（トンネル推定破壊モード）があるが、回覧と文言が異なっている。同じデー

タで、別の結論を出すというのは情報操作である。さらに、この図の岩塊が明らかにおか

しく、このような外形はしていない。（この図は相当な誇張であり、力のかかり具合を考

えた場合、このような崩壊を起こす可能性が高いかどうか、根本的な疑問がある。） 

・保存を前提とした安全対策として、トンネルの上部の木手入れを直ちに行ってもらいたい。 

・トンネル大船側にも開札を設置することをＪＲにも強く求めて、トンネルを迂回できる通

勤通学の確保をしてもらいたい。 

・トンネル保存方法として、トンネルの内部から補強など色々な工法を比較して検討をして
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もらいたい。 

・8月 28 日の開削案の採択を白紙にしてもらいたい。 

（協議会からの回答及び質疑概要について） 

・（事務局）「駅裏トンネル」という名前は、協議会において北鎌倉隧道を表すのに一番分か

りやすいとのことで付けている。 

・（協議会）慣れ親しんだ景観がなくなるのは寂しいが、事故が起きたとき人命に関わるほ

うが重いと考えており、仕方がなく恒久安全対策の検討を進めている。 

・（協議会）新しい景観を作ることについて、史跡研究会にも参加してもらいたい。 

・（協議会）防災上の観点から北鎌倉駅裏トンネル周辺は救助困難地と取り扱われており、

安全対策を実施すれば救助困難地ではなくなることについての史跡研究会の意見につい

て質問があり、史跡研究会からは、文書を出すとの回答があった。 

・（協議会副会長）道を作ったことやトンネルを作ったことが自然破壊かもしれない。道を

作る以上安全で安心できる道を作るというのが、絶対条件である。景観は変わるものであ

り、もっと歴史的景観に作り直していくことも重要かもしれない。 

・（協議会会長）協議会としては、安全や人命の方が大切だということを確認した。 

＜次第５ 関係機関との協議経過について＞ 

・事務局から、東日本旅客鉄道との協議概要及び横須賀市上下水道局との事前相談概要につ

いて報告を行った。 

（協議会からの質疑等） 

（１）横須賀市の送水管との関連があるのか。 

（２）北鎌倉駅の大船寄りと鎌倉寄りでは、ホームの幅が違い、鎌倉側が狭いと考えられる

が、安全について問題はないか。 

（３）仮設通路は、自転車は通れるのか。 

（４）仮設通路は、オートバイは通行させるのか。 
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（５）仮設通路の幅は拡げられないか。 

（６）トンネルから大船側へ行ったところの道路幅は１ｍくらいなのではないか。仮設通路

も 1ｍあればいいのではないか。 

（７）自動車道路ができると誤解している人が結構いるので、今後進める際気をつけてもら

いたい。 

（事務局からの回答等） 

（１）について：トンネル内に埋設されている横須賀水道の送水管は、横須賀市で使用する

水の 20％まかなっていることから、横須賀市からは、移設はできないとの回答があ

った。 

（２）について：現在の計画では仮設通路を作った場合でも、ホームの幅は２ｍ確保してい

る。ＪＲと協議を行い決定する予定である。 

（３）について：自転車の通行は難しいと考えるが、自転車も通れるようにしてもらいたい

との意見もすでに聞いているので、詳細を詰めていきたい。 

補足として、仮設通路は、山を崩す場合に一番狭くなることを想定している。山を

崩せば、ホームの幅員も広くすることが可能と考えている。 

（４）について：オートバイの通行はできない。 

（５）について：ＪＲに要望を伝えることはできるが、工事中も列車は走行するので、ＪＲ

の規定でホーム幅の必要幅の基準が決まっているため、これ以上仮設通路を拡げるの

は困難であると考える。 

（６）について：トンネル大船側の一番狭い道路の幅は１ｍ程度である。 

（７）について：今回の安全対策工事に伴い、４ｍの幅の道路になるのは、トンネル部分の

みである。 
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＜次第６ 景観に配慮した恒久安全対策（案）について＞ 

・事務局から、「次第６ 景観に配慮した恒久安全対策案」として、景観に配慮した開削工

法のイメージ図について報告を行った。 

（その他） 

（１）安全対策に関わる用地の提供は、共同墓地にかからない限り協力する。できるだけ緑

豊かになるよう、お願いしたい。 

（２）史跡研究会からの対案を出してもらいたい。 

（３）反対意見について、協議会委員がどう捉えるかにより協議の方向性が決まっていく。

史跡研究会の話を聞いて、このまま協議を進めるか、一旦協議を止めるかについて協

議会委員の考えを聞く必要がある。（開削工法案での協議を止めることについて、協

議会委員に挙手を求めたが、挙手がなかったことから、開削工法案で協議を続けるこ

とを確認した。） 

（４）トンネルを通行禁止にして鎌倉街道に人を通すのは反対である。 

（５）トンネルを通行禁止にした場合、地震が起これば、横須賀線の踏切は全部閉まってし

まう。鎌倉や逗子に帰る人は、トンネルを使うので、簡単には通行禁止にできない。 

＜次第７ その他について＞ 

・第５回協議会議事録（案）に内容について、意見等がある場合は、平成２６年１２月５日 

までに事務局へ連絡するよう協議会委員へ依頼した。 

（協議会からの質疑等） 

（１）安全対策工事が始まるのは、いつ頃か。 

（２）事務局から景観について考え方について 

（３）お墓があることから、お墓にかからない範囲での協力となる。 

（事務局からの回答等） 

（１）について：現在、予算計上はされていない。ＪＲとの協議により決まってくる。 
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現在、協議会は計画通りに進捗している。変更点はＪＲとの協議期間の短縮であり、

緊急仮設工事を省略し恒久安全対策工事の実施となれば、ＪＲからは平成 27 年度に   

ＪＲ側の受託工事ができると聞いている。 

市の方針が決定次第、ＪＲと平成 27 年度の安全対策実施に向けて準備していきたい

と考えている。 

（２）について 

・植栽については、専門家に聞いて、地元に生えている木や草がいいという事で、 

一緒に歩いてもらう。委員の皆様にも、こういう木がいいとか、生えている木がある

のならば希望を教えて頂きたい。意見等については、事務局がまとめる。 

・次回協議会で、景観に配慮したさらなる絵について、提示する。それを地元に持ち帰

ってもらって、回覧をして頂く。それについて地元の意見をいただき、その意見に基

づいて決めさせていただく。 

以上 


